
次世代法・女性活躍推進法 

第 1 期 一般事業主行動計画 

社会福祉法人 大地 

 

 職員の仕事と家庭の両立を支援し、女性がその持てる能力を十分に発揮し活躍できる雇用環境の整備

を行うため、次のように行動計画を策定する。 

 

1. 計画期間 

       令和４年２月１日  ～  令和９年１月３１日 

 

2. 目標と対策 

 

  目標 1：1 人当たりの月平均残業時間を 25 時間未満とする 

 【対 策】 令和４年２月～ 

  ・人員（長時間パートを含む）確保の促進 

  ・多能工化、マニュアル化等による業務効率化の促進 

  ・指導員の指導力向上のための研修等の取組 

 

  目標 2：育児休業と介護休業の制度周知 

 【対 策】 令和４年２月～ 

  ・規程の見直しと整備 

  ・制度の周知 

  ・窓口設置を含んだ相談体制の構築 

 

  目標 3：男性の育児休業取得促進 

 【対 策】 令和４年２月～ 

  ・規程の整備と制度周知 

  ・対象者への個別の相談支援と取得促進 

  ・職場の理解や協力体制の構築 

 

 

＜女性の活躍に関する情報公表について＞ 

・採用した労働者に占める女性労働者の割合【2021 年 12 月集計分】 

 （正職員）66.7％ （パート）50.0％ 

   

以上 


